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1．件名 

高周波ウェルダーの購入 

 

2．目的 

本仕様書は、「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」に係る補助事業の一環

として、分析試料を PVC バッグで溶着密封する際に使用する高周波ウェルダーの仕様に

ついて定めるものである。 

  

3．仕様 

 1）一般的要求事項 

(1) 放射線による劣化及び化学物質による腐食等を考慮し、長期運転に耐えること。 

  (2) 複雑な構造は避けること。 

  

2）各製品仕様 

(1)構成 

半導体式高周波ウェルダー 1式 

（相当品：山本ビニター株式会社製 YTH-700） 

 

(2)製品仕様 

半導体式高周波ウェルダー（相当品：山本ビニター株式会社製 YTH-700） 

 電源   ：AC100 V 

 高周波出力：700 W 

 溶着しろ ：幅 7 mm × 長さ 200mm  

 待機電力 ：80 VA 

動作時電力：1.4 kVA 

 装置寸法 ：幅 370 ㎜×奥行 490 ㎜×高さ 765 ㎜（±5 mm） 

 本体部質量：60 kg以下 

 ハサミ部質量 ：2.5 kg以下 

 加工厚み ：0.6 ～ 1.2 mm 

 その他  ：スパーク防止機能を備えること。 

 

4．納入期限 

令和8年2月27日（金） 
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5．納入場所及び納入条件  

(1) 納入場所 

茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002番地 

  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

  大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部  

集合体試験課 照射燃料集合体試験施設（FMF） 

 

(2) 納入条件 

  持込渡し 

 

6．検収条件 

5項に示す納入場所に納入後、員数・外観検査及び7項に示す提出図書の完納をもって

検収とする。 

・員数・外観検査：3項に示す納入機器について、員数が仕様書通りであること。 

目視により有意な損傷、変形がないこと。 

 

7．提出図書 

 図 書 名 様式 提 出 時 期 部数 確認 備 考 

1 取扱説明書 無 納入時 1部 不要  

2 

調達要求事項へ

の適合状況を記

録した文書 

無 納入時 1部 要  

3 その他必要図書 適宜 適宜 適宜 適宜 
詳細は別

途協議 

（提出場所） 

日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課 

 

8．保証 

検査終了後 1年以内に、明らかに受注者の管理の誤りまたは製品の不備（設計、製作、

施工上の不備）などにより発生した異常・故障・破損に対して、受注者の責任において

無償で修理、改造または交換を行うこと。 
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9. 受注者の責任 

1)受注者は原子力機構が実施する物品等の検査・試験及び監査のために受注者並びにそ

の下請業者等の工場等に立入ることを要請した場合、受注者の工場等において使用前

事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等へ

の立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 

2)受注者が一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要

求、適用されること。また、下請け業者の作業内容を把握し作業の質、工程管理をは

じめとしてあらゆる点において下請け業者を使用した弊害を防止すること。万一弊害

が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。 

3)受注者は、機構から特別受注者監査（事故・トラブル発生時に実施）の要求があった

場合には、監査に応じなければならない。監査の実施結果に基づき、受注者に対して

必要な改善を指示することがある。 

4)受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子

力機構の指示に従い行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異

常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善す

るとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けるこ

と。 

 

10．グリーン購入法の推進 

(1)本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）の採用が可能な場合は、これを採

用するものとする。 

(2)本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定

める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

11. 適用法規・規格基準 

以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。 

① 日本産業規格（JIS） 

② 大洗原子力工学研究所 事業所規程 

③ 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部品質マネジメント要領書 

④ 大洗原子力工学研究所 事故対策規則 

⑤ 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部事故対策要領 

⑥ 大洗原子力工学研究所 FMF現場対応班事故対策マニュアル 

連絡先：原子力機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課 

電話 029-267-1919（代表）内線 5513 
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12. 不適合の報告及び処理 

本契約範囲内で不適合が発生した場合、「大洗原子力工学研究所不適合管理並びに是正

処置及び未然防止処置要領（大洗 QAM-03）」に従うこと。 

 

13. 調達後における購入品の維持又は運用に必要な技術情報の提供 

受注者は、調達後において、購入品の維持又は運用に必要となる技術情報を提供する

こと。提供が必要な場合とその内容を以下に示す。 

1)製品の受け渡し後に新たに発見した運用上の注意事項や知見。 

2)取扱説明書にない操作により、不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の

予防処置のために必要な知見や情報。 

 

14. 安全文化の育成、維持活動 

受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、

本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 

(1) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透 

(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡 

(3) 施設、設備等の習熟（知識と技術）と基本動作（5S、KY、TBM等）の徹底 

(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善 

 

15．産業財産権等 

 産業財産権等の取扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおり

とする。 

 

16. 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じ

た場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする｡ 

 

以上 






